
保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
支
払
い
は
口
座
振
替
を

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

原
則
、
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で

す
が
、
加
入
当
初
は
納
付
書
に
よ

る
納
付
と
な
り
ま
す
。

以
前
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど

で
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
金
融
機

関
な
ど
に
提
出
し
て
い
る
方
で

も
、
改
め
て
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出

し
な
い
限
り
、
口
座
振
替
と
な
り

ま
せ
ん
。
口
座
振
替
依
頼
書(

金

融
機
関
の
窓
口
に
あ
り
ま
す)

と

預
金
通
帳
お
よ
び
通
帳
印
鑑
を
持

参
の
う
え
、
金
融
機
関
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
年
金
か
ら
の
差
し
引
き

に
よ
り
納
付
し
て
い
た
方
も
、
届

出
に
よ
り
、
口
座
振
替
の
選
択
が

で
き
ま
す
。
金
融
機
関
な
ど
へ
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振

替
依
頼
書
を
提
出
後
、
認
印
と
口

座
振
替
依
頼
書
申
込
者
控
を
持
参

の
う
え
、
保
険
年
金
課
で「
口
座

振
替
選
択
」の
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課
福
祉

医
療
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
手
当
な
ど
の
ご
案
内

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
こ
と

を
願
っ
て
、
市
や
国･

県
で
は
、

一
定
の
要
件
を
も
と
に
、
対
象
と

な
る
世
帯
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
児
童
手
当（
国
）

対
　
象　
中
学
校
卒
業
ま
で
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
。

支
給
期
間　
申
請
の
翌
月
か
ら
15

歳
に
達
す
る
年
度
の
3
月
ま
で

手
当
月
額（
児
童
1
人
に
つ
き
）

○
3
歳
未
満
、
3
歳
以
上
小
学
校

修
了
前（
第
3
子
以
降
）

　

１
万
５
千
円

○
3
歳
以
上
小
学
校
修
了
前（
第

1
・
2
子
）、
中
学
生　

1
万
円

○
所
得
制
限
以
上
世
帯　

5
千
円

支
給
月　
2
月
・
6
月
・
10
月

◆
児
童
扶
養
手
当（
国
）

対
　
象　
離
婚
・
行
方
不
明
・
死

亡
な
ど
で
父
ま
た
は
母
親
と

生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
児
童

や
、父
ま
た
は
母
親
が
重
度（
身

体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
）

の
障
が
い
者
で
あ
る
家
庭
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
。

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
除
き
ま
す
。

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
減
額
ま
た

は
支
給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

支
給
期
間　
申
請
の
翌
月
か
ら
18

歳
に
達
す
る
年
度
の
3
月
ま
で

手
当
月
額

○
児
童
1
人
…
4
万
千
430
円

○
児
童
2
人
…
4
万
6
千
430
円

○
児
童
3
人
目
以
上
…
児
童
2
人

の
金
額
に
1
人
増
す
ご
と
に
3

千
円
を
加
算

※
支
給
開
始
よ
り
5
年
を
経
過
し

た
な
ど
の
場
合
は
減
額
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
所
定
の
書
類

を
提
出
し
て
い
た
だ
け
ば
減
額

さ
れ
ま
せ
ん
。

支
給
月　
4
月
・
8
月
・
12
月

◆
遺
児
手
当（
県
・
市
）

対
　
象　
親
が
離
婚
・
行
方
不
明
・

死
亡
し
た
児
童
や
、
父
ま
た
は

母
親
が
重
度（
身
体
障
害
者
手

帳
1
・
2
級
程
度
、
市
は
3
級

程
度
ま
で
）の
障
が
い
者
で
あ

る
家
庭
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
。

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
除
き
ま
す
。

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
支
給
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

支
給
期
間　
県
は
申
請
し
た
月
か

ら
、
市
は
翌
月
か
ら
18
歳
に
達

す
る
年
度
の
3
月
ま
で

※
県
は
支
給
開
始
よ
り
5
年
間

手
当
月
額（
児
童
1
人
に
つ
き
）

○
県
の
手
当
…
4
千
350
円

　

※
4
・
5
年
目
は
2
千
175
円

○
市
の
手
当
…
2
千
円

支
給
月

　
（
県
の
手
当
）…
4
月
・
8
月
・

12
月

　
（
市
の
手
当
）
…
3
月
・
9
月

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当（
国
）

身
体
、
知
的
発
達
ま
た
は
精
神

な
ど
に
重
度
・
中
度
程
度
の
障
が

い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
。

※
重
度
と
は
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下（
療

育
手
帳
A
判
定
）程
度
ま
た
は

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
程

度
。
中
度
と
は
、
Ｉ
Ｑ
50
以
下

（
療
育
手
帳
B
判
定
）程
度
、
身

体
障
害
者
手
帳
3
級（
4
級
の

一
部
を
含
む
）程
度
を
さ
し
ま

す
。

※
内
部
機
能
障
害
な
ど
の
方
は
、

手
帳
の
等
級
に
か
か
わ
ら
ず
、

診
断
書
の
提
出
に
よ
り
等
級
が

判
定
さ
れ
ま
す
。

※
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
や
、
施
設
入
所
し
て
い

る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
支
給
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

支
給
期
間　
申
請
の
翌
月
か
ら
20

歳
の
誕
生
日
の
前
日
の
月
ま
で

手
当
月
額（
児
童
1
人
に
つ
き
）

○
1
級〔
重
度
〕5
万
400
円

○
2
級〔
中
度
〕3
万
3
千
570
円

支
給
月　
4
月
・
8
月
・
11
月

都
市
計
画
課
1
66
◆

1
1
4
2

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧

形
原
町
春
日
浦
地
内
の
地
区
計

画
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
変

更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

な
お
、
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ

る
方
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま

で
に
市
長
あ
て
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
5
月
7
日
㈫
〜
21
日

㈫
縦
覧
場
所　
都
市
計
画
課

文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
1
66
◆

1
2
2
2

海
陽
多
目
的
広
場
Ｂ
の

利
用
停
止
の
お
願
い

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
の
た
め
、
海

陽
多
目
的
広
場
Ｂ
の
利
用
を
停
止

し
ま
す
。

期
　
間　
6
月
1
日
㈯
〜
8
月
2

日
㈮

問
合
先　
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー

　

☎
69
◆

３
２
４
１

2013.5
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